
するとともに、 活用の方針と方法を具体的に示すため、 平成 28 年（ 2016 年） 3 月に『 特別史跡尖石石

器時代遺跡保存管理計画』（『 保存管理計画』） を策定しました。

本計画は、平成 20 年度（ 2008 年度） に終了した第 1 期整備の基本理念を継承し、先に策定した『 保

存管理計画』 を踏まえ、 史跡の適切な保護と適正な環境整備に向けた第 2 期整備基本計画（『 整備基本

計画』） であり、 計画期間よりもさらに先の 20 年後の姿を見据えたものです。

与助尾根地区の復元住居（令和 2年 8月撮影）

凡例

…史跡追加指定範囲（答申）

…史跡範囲

…計画対象範囲

…尖石縄文考古館0 50 100m

計画対象範囲

尖石地区（東から）と仮設園路

木がたくさん生えているけれ
ど、何の木かな？

木がたくさん生えているけれ
ど、何の木かな？

☞『整備基本計画』P114～☞『整備基本計画』P114～

竪穴住居址の中はどうなっているの？竪穴住居址の中はどうなっているの？

☞実際にのぞいてみよう !☞実際にのぞいてみよう !

4

上空から見た与助尾根地区の住居復元箇所



整備基本計画では、 整備を行う上で大切にすべきキャッチコピーと基本理念を次のように定めています。

キャッチコピー
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整備の基本理念

1 史跡の確実な保存と次世代への継承
2 史跡を取り巻く自然環境 ・ 景観の保全
3 躍動感あふれる縄文のたたずまいの再現
4 市民とともに未来へつなげる縄文文化
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『整備基本計画』P86～ 90

5

市民とともに（縄文の森の創出）



さらに計画では、 上位計画の目的や基本方針を踏まえ、 史跡及びその周辺に関する整備の方針や基本コ

ンセプトを示しています。

史跡の整備については「 史跡の保存」「 集落復元」「 園路及びサイン」「 植生管理」「 活用」 の 5 項目

に分けて行っていきます。

%Y2 �¼���O�œ�¤�„
『整備基本計画』P95～

%Y3 �¼���O�œ�¤�„
『整備基本計画』P124～

第 2 期整備では、第 3 期整備終了後の 20 年先の姿を見据え、まずは「 環境を整える」 ことを主目的に、

緊急性の高いものから整備を行っていきます。
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第 3 期整備は、 20 年後に目指す史跡の姿に向けての整備になります。 整備のコンセプト等は第 2 期を

引き継ぐことを予定し、 より「 縄文のたたずまいの再現」 に向けた整備とします。

茅野市および茅野市教育委員会では、 第三期整備終了後の姿が目指すべき整備であると認識し、 史跡

の保存活用を進めていきます。 6

園路を新設する谷部地区

与助尾根地区南斜面の状況

縄文の森の現況



｢史跡整備構想図」（20年後の目指す姿 )

自然に彩られるムラ、 ５千年の音色につつまれる

　縄文のたたずまい

■史跡整備に関してのお問合せ
茅野市尖石縄文考古館 ： ☎ 0266-76-2386

mail togariishi.m@city.chino.lg.jp


